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い
っ
そ
う
広
げ
た
こ
と
は
許

さ
れ
ま
せ
ん
。

　
引
き
続
き
、
地
域
か
ら
声

を
広
げ
、
「
給
与
制
度
の
総

合
的
見
直
し
」
を
含
め
、
総

人
件
費
削
減
方
針
の
中
止
・

撤
回
を
求
め
て
い
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。

全労連・国民春闘共闘に結集して賃金・雇用改善を訴え
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本
府
省
業
務
調
整
手
当
引
上
げ
へ

　
「
給
与
制
度
の
総
合
的
見

直
し
」
に
よ
り
、
平
均
2
％
、

高
齢
層
で
は
最
大
4
％
も

の
俸
給
水
準
引
下
げ
が
強

行
さ
れ
ま
し
た
が
、
2
0
1

8
年
3
月
末
ま
で
は
現
給

保
障
の
措
置
が
と
ら
れ
て

い
ま
す
。

　
今
勧
告
で
は
、
昨
年
勧
告

に
引
き
続
き
多
く
の
職
員

が
、
現
給
保
障
額
を
上
回
ら

な
い
こ
と
か
ら
、
人
事
院

は
、
そ
の
原
資
を
「
給
与
制

度
の
総
合
的
見
直
し
」
を
円

滑
に
進
め
る
と
し
て
、
本
府

省
業
務
調
整
手
当
の
引
上

げ
の
一
部
実
施
（
係
長
・
係

員
層
で
0
・
5
％
相
当
）
に

ま
わ
し
ま
し
た
。
来
年
4
月

か
ら
は
、
さ
ら
に
1
％
の
引

上
げ
を
行
う
と
し
て
い
ま

す
（
図
表
4
）
。

　
「
給
与
制
度
の
総
合
的
見

直
し
」
は
、
政
府
の
「
人
件

費
予
算
等
の
配
分
方
針
」

で
、
人
件
費
の
総
額
の
増
加

を
抑
制
す
る
手
段
と
し
て

位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
、
今

勧
告
に
お
い
て
も
、
こ
う
し

た
政
府
の
要
請
に
忠
実
に

応
え
た
ば
か
り
か
、
本
省
を

優
遇
し
、
地
方
と
の
格
差
を

    較
差
改
善
は
本
年
４
月
実
施

　
改
善
勧
告
に
関
す
る
実
施

時
期
は
、
俸
給
表
の
改
善
と

と
も
に
、
「
給
与
制
度
の
総

合
的
見
直
し
」
に
基
づ
く
本

府
省
業
務
手
当
引
上
げ
の
一

部
を
、
本
年
４
月
か
ら
実
施

す
る
と
し
て
い
ま
す
。

　
配
分
に
か
か
わ
っ
て
は
、

昨
年
の
勧
告
と
同
様
に
、
官

民
較
差
に
基
づ
く
改
善
原
資

が
「
給
与
制
度
の
総
合
的
見

直
し
」
の
推
進
に
あ
て
ら
れ

た
こ
と
は
納
得
で
き
ま
せ

ん
。
ま
た
、
住
居
手
当
へ
の

配
分
で
改
善
を
求
め
て
き
ま

し
た
が
、
「
公
務
員
宿
舎
の

削
減
等
に
よ
る
受
給
関
係
の

変
化
が
続
い
て
い
る
」
な
ど

と
し
、
改
定
を
行
い
ま
せ
ん

で
し
た
。

　
し
か
し
、
わ
ず
か
と
は
い

え
、
高
齢
層
を
含
む
す
べ
て

の
号
俸
で
俸
給
引
上
げ
を
さ

せ
て
き
た
こ
と
は
、
退
職
手

当
へ
の
反
映
も
あ
り
、
不
十

分
な
が
ら
も
私
た
ち
の
と
り

く
み
の
成
果
で
す
。

度
の
運
用
状
況
等
を
踏
ま

え
、
引
き
続
き
、
再
任
用
職

員
の
給
与
の
在
り
方
に
つ
い

て
必
要
な
検
討
を
行
っ
て
い

く
」
と
表
明
す
る
の
み
で
、

再
任
用
職
員
の
低
い
処
遇
実

態
に
つ
い
て
の
問
題
意
識
が

後
退
し
て
い
ま
す
。

　
今
年
4
月
か
ら
年
金
の
支

給
開
始
年
齢
が
　
歳
に
繰
り

62

延
べ
ら
れ
、
再
任
用
制
度
で

雇
用
と
年
金
の
接
続
が
行
わ

れ
て
い
る
実
態
か
ら
す
れ

ば
、
年
金
支
給
開
始
ま
で
の

生
活
維
持
に
ふ
さ
わ
し
い
賃

金
水
準
へ
の
改
善
は
喫
緊
の

課
題
で
す
。

　
人
事
院
は
、
2
0
1
1
年

の
「
意
見
の
申
出
」
に
お
い

て
、
定
年
延
長
の
早
期
実
現

と
、
少
な
く
と
も
定
年
退
職

時
給
与
の
7
割
水
準
の
確
保

を
求
め
て
い
ま
す
。
現
政
府

が
雇
用
と
年
金
の
接
続
を
再

任
用
制
度
で
行
う
と
し
て
い

る
以
上
、
人
事
院
は
一
刻
も

早
く
、
職
員
の
生
活
保
障
等

の
観
点
か
ら
生
活
関
連
手
当

の
支
給
も
含
め
て
抜
本
的
な

賃
金
改
善
を
は
か
る
べ
き
で

す
。

駅
悦
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  俸
給
表
改
定
は

運
動
の
反
映
  

　
現
在
、
国
の
職
場
に
は

常
勤
職
員
の
4
分
の
1
に

あ
た
る
約
7
万
人
の
非
常

勤
職
員
が
勤
務
し
て
お

り
、
そ
の
奮
闘
な
く
し
て

業
務
運
営
は
成
り
立
ち
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
非
常
勤

職
員
の
処
遇
は
各
府
省
で

対
応
が
異
な
り
、
多
く
は

職
務
と
は
か
け
離
れ
た
低

い
賃
金
・
労
働
条
件
と
不

安
定
な
雇
用
に
さ
ら
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
日
本
医
労
連
は
、
人
勧

期
重
点
要
求
の
な
か
で
も

非
常
勤
職
員
の
処
遇
改
善

に
力
を
入
れ
て
き
ま
し

た
。
し
か
し
、
勧
告
内
容

は
実
質
的
に
ゼ
ロ
回
答
で

あ
り
、
強
い
要
求
で
あ
る

休
暇
の
改
善
も
見
送
っ
て

い
ま
す
。

　
一
方
、
今
回
の
勧
告
で

は
行
鯉
初
任
給
が
1
5
0

0
円
改
定
さ
れ
ま
す
。
非

常
勤
職
員
の
給
与
に
つ
い

て
も
、
各
級
初
号
俸
を
基

礎
に
決
定
す

る
と
い
う
人

事
院
の
2
0

0
8
年
「
指

針
」
を
ふ
ま

え
て
改
定
さ

せ

る

た

め

に
、
各
省
に

予
算
を
確
保

さ
せ
る
こ
と

が
重
要
と
な

り
ま
す
。

　
「
給

与

に

関

す

る

報

告
」
で

は
、

「
指
針
の
内

容
に
沿
っ
た

処
遇
の
確
保

が
図
ら
れ
る

よ
う
、
各
府

省
を
指
導
し

て
い
く
」
と
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、「
人
事
管
理
に
関

す
る
報
告
」
で
は
、「
民
間

の
育
児
・
介
護
休
業
法
の

改
正
内
容
を
踏
ま
え
、
介

護
休
暇
の
分
割
取
得
等
や

育
児
休
業
法
の
対
象
と
な

る
子
の
範
囲
の
拡
大
、
育

児
休
業
及
び
介
護
休
暇
を

取
得
で
き
る
職
員
の
要
件

緩
和
等
に
つ
い
て
所
要
の

措
置
を
講
ず
る
」
と
し
、

非
常
勤
職
員
に
つ
い
て
、

常
勤
職
員
と
同
様
の
両
立

支
援
制
度
の
拡
充
を
措
置

す
る
と
し
て
い
ま
す
。

　
勧
告
は
、
労
働
基
本
権

が
制
約
さ
れ
労
働
法
も
適

用
除
外
と
さ
れ
る
非
常
勤

職
員
の
「
代
償
措
置
」
で

も
あ
り
ま
す
が
、
人
事
院

は
そ
の
労
働
条
件
改
善
に

責
任
あ
る
対
応
を
し
て
い

る
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
常

勤
職
員
と
の
均
等
待
遇
と

雇
用
の
安
定
を
実
現
す
る

た
め
、
引
き
続
き
、
人
事

院
に
対
し
て
職
場
か
ら
強

く
要
求
し
て
い
く
こ
と
が

重
要
で
す
。

  初
任
給
引
上
げ
分
の
反
映
を

　
再
任
用
職
員
の
俸
給
改
定

は
、
一
律
4
0
0
円
増
に
と

ど
ま
り
、
生
活
改
善
に
は
ほ

ど
遠
い
低
水
準
で
す
。
ま

た
、
住
居
手
当
、
扶
養
手
当
、

寒
冷
地
手
当
な
ど
の
生
活
関

連
手
当
の
支
給
を
求
め
る
強

い
要
求
に
人
事
院
は
ま
っ
た

く
応
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
一
時
金
の
引
き
上
げ
は
0

・
　

月
分
で
、
す
べ
て
勤
勉

05
手
当
に
配
分
す
る
と
し
、
本

年
度
は
　
月
期
（
0
・
3
7

12

5
月
→
0
・
4
2
5
月
）
に

あ
て
、
来
年
度
以
降
は
6
月

期
と
　
月
期
に
0
・
0
2
5

12

月
分
ず
つ
あ
て
て
各
0
・
4

月
に
す
る
と
し
て
い
ま
す

（
図
表
2
下
段
）
。

　
さ
ら
に
、
再
任
用
職
員
数

の
増
加
や
在
職
期
間
の
長
期

化
を
踏
ま
え
、
勤
務
実
績
を

支
給
額
に
よ
り
反
映
す
る
と

し
て
、
本
年
の
勤
勉
手
当
の

支
給
月
数
の
引
き
上
げ
分
の

一
部
を
用
い
て
、
「
優
秀
」

適
用
者
の
成
績
率
を
「
良
好

（
標
準
）
」
適
用
者
の
成
績

率
よ
り
も
一
定
程
度
高
い
も

の
と
な
る
よ
う
に
設
定
す
る

と
し
て
い
ま
す
。

　
人
事
院
は
「
民
間
企
業
の

再
雇
用
者
の
給
与
の
動
向
、

各
府
省
に
お
け
る
再
任
用
制

　
手
当
改
善
な
し

勤
勉
手
当
へ
の
評
価
反
映
導
入
　

    再
任
用
職
員
の
賃
金
改
善
　
俸
給
改
定
ご
く
わ
ず
か

2016国民春闘勝利！1.26総決起集会で団結かためる

　
非
常
勤
職
員
の
労
働
条
件
　
実
質
ゼ
ロ
回
答

1.13春闘闘争宣言行動で賃金闘争の前進にむけ決意を表明する森
田進書記次長


